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地方自治法 

第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、

議員報酬を支給しなければならない。 

② 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要す

る費用の弁償を受けることができる。 

③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、

期末手当を支給することができる。 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方

法は、条例でこれを定めなければならない。 
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１ 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例 
 

昭和28年４月１日 

条例第11号の２ 

 

（目的） 

第１条 この条例は、熊本県議会議員（以下「議員」という。）に

対する議員報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（議員報酬等の種類） 

第２条 議員に対する議員報酬等は、議員報酬、費用弁償及び期末

手当とする。 

 

（議員報酬） 

第３条 議員報酬の額は、次の区分により、毎月21日に支給する。 

議長  月額 970,000円 

副議長 月額 870,000円 

議員  月額 780,000円 

２ 前項に定める議員報酬の額のほか、常任委員会、特別委員会及

び議会運営委員会の委員長又は副委員長の職にある議員に対して

は、次に掲げる額を前項に定める日に支給する。ただし、第５条の

規定により支給する期末手当の額の算定にあたっては、この額は、

含めないものとする。 

委員長  月額 10,000円 

副委員長 月額  5,000円 

３ 退職、失職、除名若しくは死亡の場合は、第1項の期日にかかわ

らずこれを支給する。 

 

（議会招集の議員報酬） 

第４条 正当の事由なく議会の招集に応じないときは、その議会の

属する月の議員報酬は、支給しない。 

 

（期末手当） 

第５条 期末手当は、熊本県一般職の職員等の給与に関する条例（昭

和26年熊本県条例第２号）の適用を受ける職員の例による。ただ

し、同条例第15条の５第２項中「100分の126.25」とあるのは「100

分の175」とし、同条第５項において人事委員会規則で定めること
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とされている事項については、規則で定めるものとする。 

第６条及び第７条 削除 

 

（公務旅行の費用弁償） 

第８条 公務のため、国内旅行するときは、別表第１により、その

費用を弁償する。 

２ 公務のため、外国旅行するときは、一般職の職員の例により、

その費用を弁償する。ただし、支度料については、支給しない。 

 

（議会等出席の場合の費用の弁償） 

第９条 議会、委員会又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第100

条第12項に規定する会議規則の定めるところにより設けられる議

案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うため

の場（以下「協議等の場」という。）に出席したときは、前条の規

定にかかわらず、その会期中について、別表第２によりその費用

を弁償する。 

２ 同日に２以上の委員会又は協議等の場に出席したときは、その

一の委員会又は協議等の場について支給する。 

 

（雑則） 

第10条 この条例に定めるもののほか、議員報酬等の支給について

は、一般職の職員の例による。 

 

附 則 

１ この条例は、昭和28年４月１日から施行する。 

２ 熊本県議会議員の報酬並びに費用弁償条例（昭和24年熊本県条

例第23号）は、廃止する。 

３ 熊本県議会議員に対する期末手当の支給に関する条例（昭和27

年熊本県条例第119号）は、廃止する。 

（第４項及び第５項略） 

 

（中略） 

 

附 則（令和７年12月25日条例第44号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及

び第６条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の熊本県知事等の給与及び旅費に関
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する条例（以下「第１条改正後知事等給与条例」という。）第４条

の規定、第３条の規定による改正後の熊本県教育長等の給与等に

関する条例（以下「第３条改正後教育長等給与条例」という。）第

４条の規定及び第５条の規定による改正後の熊本県議会議員に対

する議員報酬等に関する条例（以下「第５条改正後議員報酬等条

例」という。）第５条の規定は、令和７年１２月１日から適用す

る。 

（給与の内払） 

３ 第１条改正後知事等給与条例、第３条改正後教育長等給与条例

又は第５条改正後議員報酬等条例の規定を適用する場合において

は、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、

当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。 

（１） 第１条の規定による改正前の熊本県知事等の給与及び旅費に

関する条例第１条改正後知事等給与条例 

（２）第３条の規定による改正前の熊本県教育長等の給与等に関す

る条例第３条改正後教育長等給与条例 

（３）第５条の規定による改正前の熊本県議会議員に対する議員報

酬等に関する条例第５条改正後議員報酬等条例 

 

附 則（令和８年３月25日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の

施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行

については、なお従前の例による。 

（１）熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例別表第２ 

（２）熊本県教育長等の給与等に関する条例別表 

（３）熊本県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例別表第２ 

（４）熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例別表第１及

び別表第２ 

（５）熊本県報酬及び費用弁償条例別表第２ 

（規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

  



第５－４ 

別表第１（第８条関係） 

区
分 

鉄道賃 船賃 
車賃 

(１ｷﾛﾒｰﾄ
ﾙにつき) 

旅行諸費 
(１日に
つき) 

宿泊費 

議 

長 

その乗車に
要する運賃 
(急行料金、
特別車両料
金及び座席
指定料金を
含む。) 

１  運賃（運賃の
等級が区分された
船舶により移動す
る場合には、最上
級の運賃の額） 
２  寝台料金、座
席指定料金及び特
別船室料金（これ
らの費用は、１に

掲げる運賃に加え
て別に支払うもの
であって、公務の
ため特に必要とす
るものに限る。） 
３  １及び２に掲
げる費用に付随す
る費用（１に掲げ
る運賃に加えて別
に支払うものであ
って、公務のため
特に必要とするも

のに限る。） 

円 

 

37 

 

 

 

円 

 

3,300 

地域の実情を

勘案して規則

で定める額（宿

泊に係る特別

な事情がある

場合として規

則で定める場

合は、宿泊に要

する費用の額） 

 

副
議
長 

 
 

37 3,000 

議 

員 

 

別表第２（第９条関係） 

区 

分 

費用弁償の額 

定額 一日につき    5,000円 

加算額 交通費 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によ

り旅行をした場合における次に掲げる旅行の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額を合計した額 

１ 鉄道旅行 その乗車に要する運賃（急行料金、特別車両料

金及び座席指定料金を含む。） 

２ 水路旅行 次に掲げる費用の額の合計額 

(１) 運賃（運賃の等級が区分された船舶により移動する場

合には、最上級の運賃の額） 

(２) 寝台料金、座席指定料金及び特別船室料金（これらの
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費用は、(１)に掲げる運賃に加えて別に支払うものであ

って、公務のため特に必要とするものに限る。） 

(３) (１)及び(２)に掲げる費用に付随する費用（(１)に掲

げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため

特に必要とするものに限る。） 

３ 陸路旅行（鉄道旅行を除く。） 車賃（路程１キロメート

ルにつき37円）。ただし、高速自動車国道等の有料道路を利

用する区間については、当該有料道路を利用する区間に係る

料金に相当する額を加算した額 

宿泊費 居住地が熊本市の区域内にない議員が熊本市の区域内に宿泊

した場合 地域の実情を勘案して規則で定める額（当該宿泊に

係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿

泊に要する費用の額） 

 

 

  



第５－６ 

２ 熊本県特別職の職員等の旅費等に関する規則 
 

令和８年３月31日 

熊本県規則第17号 

 

（趣旨）  

第１条 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和27年熊

本県条例第111号。以下「知事等給与条例」という。）別表第２、

熊本県教育長等の給与等に関する条例（昭和63年熊本県条例第

21号。以下「教育長等給与条例」という。）別表及び熊本県特別

職の秘書の給与及び旅費に関する条例（昭和26年熊本県条例第

43号。以下「特別職秘書給与条例」という。）別表第２の規定に

基づく旅費並びに熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する

条例（昭和28年熊本県条例第11号の２。以下「議員報酬等条例」

という。）別表第１及び別表第２並びに熊本県報酬及び費用弁償

条例（昭和32年熊本県条例第14号。以下「費用弁償条例」という。）

別表第２の規定に基づく費用弁償については、別に定める場合

を除き、この規則の定めるところによる。  

 

（宿泊費基準額等）  

第２条 知事等給与条例別表第２、教育長等給与条例別表、特別職

秘書給与条例別表第２、議員報酬等条例別表第１及び別表第２並

びに費用弁償条例別表第２に規定する規則で定める額は、別表に

定める額（以下「宿泊費基準額」という。）とする。  

２ 知事等給与条例別表第２、教育長等給与条例別表、特別職秘書

給与条例別表第２、議員報酬等条例別表第１及び別表第２並びに

費用弁償条例別表第２に規定する規則で定める場合は、現に支払

った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、知事が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときとする。  

（１） 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により他の

宿泊施設を利用することが困難であるとき。  

（２） 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索

し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。  

 

附  則  

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

２ この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の

例による。   
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別表（第２条関係） 

区分 

宿泊費基準額（１夜につき） 

知事及び議長 

副知事、教育長、

常勤の監査委員、

病院事業の管理

者、副議長、議員

及び費用弁償条

例の適用を受け

る者（同条例別表

第２の教育委員

会の委員の項か

ら監査委員の項

までに該当する

者に限る。） 

特別職の秘書及

び費用弁償条例

の適用を受ける

者 （同条例別表第

２の附属機関の

委員その他の構

成員の項から選

挙立会人の 項ま

でに該当する者

に限る。） 

 

北海道 ３０，０００円  ２０，０００円  １５，０００円  

青森県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

岩手県 ２０，０００円 １３，０００円 １０，０００円 

宮城県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

秋田県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

山形県 ２０，０００円 １３，０００円 １０，０００円 

福島県 １８，０００円 １２，０００円 ９，０００円 

茨城県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

栃木県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

群馬県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

埼玉県 ３２，０００円 ２１，０００円 １６，０００円 

千葉県 ３４，０００円 ２２，０００円 １７，０００円 

東京都 ４２，０００円 ２７，０００円 ２１，０００円 

神奈川県 ３２，０００円 ２１，０００円 １６，０００円 

新潟県 ３２，０００円 ２１，０００円 １６，０００円 

富山県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

石川県 ２０，０００円 １３，０００円 １０，０００円 

福井県 ２０，０００円 １３，０００円 １０，０００円 

山梨県 ２６，０００円 １７，０００円 １３，０００円 

長野県 ２６，０００円 １７，０００円 １３，０００円 

岐阜県 ２６，０００円 １７，０００円 １３，０００円 

静岡県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

愛知県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

三重県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

滋賀県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

京都府 ４０，０００円 ２６，０００円 ２０，０００円 
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大阪府 ３２，０００円 ２１，０００円 １６，０００円 

兵庫県 ３４，０００円 ２２，０００円 １７，０００円 

奈良県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

和歌山県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

鳥取県 １８，０００円 １２，０００円 ９，０００円 

島根県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

岡山県 ２８，０００円 １８，０００円 １４，０００円 

広島県 ２８，０００円 １８，０００円 １４，０００円 

山口県 １８，０００円 １２，０００円 ９，０００円 

徳島県 ２０，０００円 １３，０００円 １０，０００円 

香川県 ３０，０００円 ２０，０００円 １５，０００円 

愛媛県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

高知県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 

福岡県 ３４，０００円 ２２，０００円 １７，０００円 

佐賀県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

長崎県 ２６，０００円 １７，０００円 １３，０００円 

熊本県 ２８，０００円 １８，０００円 １４，０００円 

大分県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

宮崎県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

鹿児島県 ２２，０００円 １４，０００円 １１，０００円 

沖縄県 ２４，０００円 １６，０００円 １２，０００円 
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３ 熊本県議会議員記章着用規程  
 

昭和34年４月28日 

議会公告第１号 

 

第１条 熊本県議会議員は、その身分を明らかにするため、別記様

式による熊本県議会議員記章(以下「議員記章」という。)を着用

するものとする。 

 

第２条 議員記章は洋服の場合は、左きん部に、和服の場合は左胸

部に着用するものとする。 

 

第３条 議員記章は、議員に貸与するものとする。 

 

第４条 議員記章は、他人に貸与又は譲渡することはできない。 

 

第５条 議員記章を紛失或はき損したときは、すみやかにその理由

を附して議長に届け出で、再交付を受けるものとする。但し、こ

の場合は、その実費を弁償しなければならない。 

 

第６条 退職、任期満了等の事由により議員の職を失った場合は、

議員記章を速かに議長に返納しなければならない。 

 

第７条 議員記章の管理事務は、議会事務局総務課において行う。 

 

２ 総務課は、議員記章台帳を備え付け、各議員に貸与する議員記

章の番号、交付年月日、紛失年月日、紛失事由、返納月日を記入

するものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、昭和34年４月30日から適用する。 

２ 熊本県議会議員の徽章(バッチ)(昭和31年２月14日公示第１号)

は、廃止する。 
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別記様式 

  
 

裏
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※本規程には、令和９年４月30日施行の改正規定があります。改正

規定は次ページに参考として掲載しています。 



第５－１１ 

参考（令和９年４月30日施行） 

  



第５－１２ 

４ 熊本県議会議員防災被服類規程 
 

昭和 39 年６月 26 日 

議会公告第２号 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、熊本県議会議員が非常災害時等に必要なと

きに着用する防災被服類の支給に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（支給時期及び被服類の規格） 

第２条 被服類は、新たに議員に就任したときに支給する。支給

する被服類は、防災服(常用、盛夏用、制服)、防寒服、防災帽

子及び付属品とする。 

 

（転貸の禁止） 

第３条 防災被服類は、他人に貸与し、又は譲渡してはならな

い。 

 

（再度の支給及び弁償） 

第４条 議員は、支給を受けた防災被服類が摩耗又はき損など使

用に堪えなくなったとき、亡失したときは、再度支給を受ける

ことができる。 

２ 前項の場合において、再度支給を受ける理由が議員の故意又

は重大な過失によって生じたことが明らかなときは、その費用

は、当該議員が負担するものとする。 

 

（防災被服類の管理事務） 

第５条 防災被服類の管理事務は、議会事務局総務課において行

なう。 

２ 総務課は、被服台帳を備え付けるものとする。 

附 則 

この規程は、昭和 39 年６月 26 日から適用する。 

 

         （中略） 

 

   附 則(令和７年３月 18 日議会告示第２号) 

１ この規程は、告示の日から施行する。 

https://www1.g-reiki.net/pref.kumamoto/reiki_honbun/q401RG00000159.html#e000000058
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２ この規程の施行前に貸与している防災被服類については、こ

の規程により支給したものとみなす。 

  



第５－１４ 

５ 熊本県議会議員の請負の状況の公表等に関する規程 
 

令和６年３月１日 

議会告示第１号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、熊本県議会（以下この条及び次条において

「議会」という。）の議員（以下「議員」という。）が熊本県

（以下この条及び次条において「県」という。）に対し請負

（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 92 条の２に規定す

る請負をいう。以下同じ。）をする者又はその支配人である場

合における当該請負の状況を公表すること等により、議員の県

に対する請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公

正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 

 

（請負の状況の報告） 

第２条 県と請負の契約をした議員は、当該請負の対価の支払を

受けた日から起算して 30 日を経過する日までに、議会の議長

（以下「議長」という。）に対し、当該請負ごとの状況につい

て、次に掲げる事項を記載した書面（次項及び第７条において

「請負状況報告書」という。）により報告しなければならな

い。 

（１）当該請負の対象となる役務、物件等 

（２）当該請負において県を代表して契約を締結した者の職名 

（３）当該請負の契約を締結し、及び対価の支払を受けた日 

（４）支払を受けた当該請負の対価の額（消費税及び地方消費税の

額を含む。） 

２ 請負状況報告書は、別記第１号様式によるものとする。 

 

（訂正の届出） 

第３条 議員は、前条第１項の規定による報告の内容に訂正があ

るときは、議長に対し、当該訂正の内容及び理由を記載した書

面（次項及び第７条において「訂正届」という。）により届け

出なければならない。 

２ 訂正届は、別記第２号様式によるものとする。 

 

（電子情報処理組織による報告等） 
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第４条 第２条第１項又は前条第１項の規定による報告又は届出

については、これらの規定にかかわらず、議長が定めるところ

により、議長が定める電子情報処理組織（議長の使用に係る電

子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその報告又は届

出の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法によ

り行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた報告

及び届出については、当該報告又は届出に関する第２条第１項

又は前条第１項に規定する方法により行われたものとみなす。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた報

告及び届出は、議長の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時に議長に到達したものとみなす。 

 

（期限の特例） 

第５条 第２条第１項の規定による報告の期限が熊本県の休日を

定める条例（平成元年熊本県条例第 10 号）第１条第１項に規

定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期

限とみなす。 

 

（請負の状況の公表） 

第６条 議長は、第２条第１項又は第３条第１項の規定による報

告又は届出があったときは、速やかに、議員ごとの請負の状況

について、インターネットの利用その他の方法により公表しな

ければならない。 

 

（請負状況報告書等の保存） 

第７条 請負状況報告書及び訂正届（次条第３項及び第４項にお

いて「請負状況報告書等」という。）並びに第４条第１項の電

子情報処理組織を使用する方法により行われた報告及び届出

（次条第１項において「電子情報処理組織による報告等」とい

う。）は、議長において、第２条第１項の規定により報告すべ

き期限の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算して５年

を経過する日まで保存しなければならない。 

 

（請負状況報告書等の閲覧） 

第８条 何人も、前条の規定により保存されている請負状況報告

書その他のものを閲覧することができる。ただし、電子情報処
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理組織による報告等の閲覧は、当該電子情報処理組織による報

告等に記録されている事項を議長の使用に係る電子計算機を用

いて閲覧する方法によってのみ行うことができる。 

２ 前項の規定による閲覧は、議長が指定する場所で、熊本県の

執務時間に関する規則（平成元年熊本県規則第 31 号）第１条

に規定する執務時間中にしなければならない。 

３ 請負状況報告書等及び第１項ただし書の議長の使用に係る電

子計算機は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができな

い。 

４ 第１項の規定による閲覧をする者は、請負状況報告書等又は

同項ただし書の議長の使用に係る電子計算機を丁寧に取り扱

い、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）請負状況報告書等又は議長の使用に係る電子計算機を破損し、

汚損し、加筆し、複写し、又は撮影する行為 

（２）第２項の議長が指定する場所における他人の迷惑となる行為 

５ 前３項の規定に違反する者に対しては、議長は、その閲覧を

中止させ、又は閲覧を禁止することができる。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必

要な事項は、議長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年３月１日から施行し、令和５年４月１

日以降に議員がその対価の支払を受けた請負から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和５年４月１日からこの規程の施行の日の前日までの間に

その対価の支払を受けた請負の状況を報告する場合における第

２条第１項の規定の適用については、同項中「当該請負の対価

の支払を受けた日から起算して 30 日を経過する日」とあるの

は、「令和６年６月 30 日」とする。 
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別記第 1号様式（第２条関係） 

 

 

年  月  日  

 

熊本県議会議長 様 

 

熊本県議会議員              

 

 

 

請 負 状 況 報 告 書 

 

 

１ 請負の対象となる役務・物件等 

 

 

 

 

２ 当該請負において県を代表して契約を締結した者の職名 

 

 

 

３ 当該請負の契約を締結し、及び対価の支払を受けた日 

  

 (1) 当該請負の契約を締結した日 

 

 

  

 (2) 当該請負の対価の支払を受けた日 

 

 

 

４ 支払を受けた当該請負の対価の額 

 

 

 

 

 (注) 

１ この報告書は、県に対する請負の対価の支払を受けた日から３０日以内に提出し

てください。 

２ 当該請負において県を代表して契約を締結した者の職名は、「熊本県知事」、「熊本

県教育長」などの当該契約における県の代表者の職名を記入してください。 

３ 支払を受けた当該請負の対価の額は、消費税及び地方消費税を含む額を記入して

ください。 
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別記第２号様式（第３条関係） 

 

 

 

年  月  日  

 

熊本県議会議長 様 

 

熊本県議会議員               

 

 

 

訂 正 届 

 

請負の状況として報告した内容に次のとおり訂正がありますので、熊本県議会議員の請

負の状況の公表等に関する規程第３条第１項の規定により届け出ます。 

 

 

１ 訂正の内容 

 

 

 

 

２ 訂正の理由 


